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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・ 平成２３年３月 第３２回愛知県地方港湾審議会 

・ 平成２３年４月 交通政策審議会第４１回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・ 平成２６年１０月 第３６回愛知県地方港湾審議会 

の議を経た三河港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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－１－ 

Ⅰ．変更理由 

１ 港湾における交通の円滑化を図るとともに、港湾と背後地域とを

結ぶため、大塚地区において臨港交通施設計画を変更する。 

２ 大塚地区において、良好な自然環境に恵まれた緑地や教育関連施

設の機能強化を図るため、港湾環境整備施設計画及び土地利用計画

を変更する。 



－２－ 

Ⅱ．港湾施設の規模及び配置 

Ⅱ－１．臨港交通施設計画 

港湾における交通の円滑化を図るとともに、港湾と背後地域とを結

ぶため、臨港交通施設を次のとおり計画する。 

道路 

   臨港道路海陽１号線 [既設の変更計画] 

 起点 国道２３号 

 終点 臨港道路海陽２号線  ４車線 

臨港道路海陽３号線 [新規計画] 

 起点 国道２３号 

 終点 臨港道路海陽１号線  ４車線 

既設 

臨港道路海陽１号線 

 起点 国道２３号 

 終点 臨港道路海陽２号線  ４車線 



－３－ 

Ⅲ．港湾の環境の整備及び保全 

Ⅲ－１．港湾環境整備施設計画 

本港において良好な港湾の環境の形成を図るため、港湾環境整備施

設について以下のとおり計画する。 

（１）大塚地区において、水辺の特性を活かした港湾空間の環境整備を図

るため、緑地を次のとおり計画する。 

大塚地区  緑地 １ｈａ [新規計画] 



－４－ 

Ⅳ．土地造成及び土地利用計画

大塚地区において、良好な自然環境に恵まれた緑地や教育関連施設

の機能強化を図るため、土地利用計画を次のとおり計画する。 

Ⅳ－１．土地利用計画 

 土地利用計画 

                                   （単位：ha）  

用途

地区名 

交流厚生 

用地 

都市機能 

用地 

交通機能 

用地 
緑地 合計 

大塚地区 
(102) 

102 21 

(8) 

8 

(15) 

15 

(125) 

146 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連す

る土地利用計画で内数である。 

注２）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注３）今回の変更に係る地区についてのみ記述した。 



－５－ 



－６－ 


